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第１回定例会議事日程（第２号） 

 

 

第１ 一般質問 

  濵田 尚君 

   １．商工行政について 

    （１）本市の起業・創業の取組の現状について伺う。 

    （２）起業・創業や中小企業を総合的に支援する取組はできないか伺う。 

   ２．職員の研修について 

     市職員の消防団での研修は、地域の防災や防犯に取り組む活動を深く理解するととも

に、市民の生命・財産を守るという使命を果たす中で、防災意識をより高めていくこと

につながると思うがいかがか。 

   ３．道の駅について 

     近隣の道の駅設置の状況を考えると、早急に検討すべきと思うがいかがか。これまで

の検討状況と今後の取組について伺う。 

  中里純人君 

   １．循環型社会を目指して 

    （１）環境基本計画の数値目標達成について伺う。 

    （２）海岸漂着物の状況と対応について伺う。 

    （３）レジ袋削減並びに生ごみ対策について伺う。 

    （４）環境センターの現状について伺う。 

    （５）日置市の「生ごみリサイクル事業」を本市にも導入してはどうか。 

   ２．マラソン大会と交流人口増について（号砲とともに前に進む「いちき串木野市」） 

    （１）神村学園女子駅伝部の全国優勝と旭化成・大六野選手の活躍について伺う。 

    （２）マラソン大会の経済効果並びに地域活性化についての認識は。 

    （３）「いちき串木野マラソン」の開催について伺う。 

  原口政敏君 

   １．児童虐待防止について 

    （１）現状と対策について伺う。 

    （２）教育委員会、児童相談所、警察との連携はとれているか。 

   ２．幼児教育・保育の無償化について 

     本年10月から保育園と幼稚園は保育料無償化となるようだが、認可外保育所はどうな

るのか。 

   ３．子育て支援について 

     ファミリーサポートセンター、子育て支援センターの充実を図ることで人口増対策に

なるのではないか。 

   ４．水道の民営化について 

     コンセッション方式導入について、本市の考えを伺う。 

   ５．大里川の拡幅について 

     川单ほ場整備はおおむね完成に近づいてきたが、上流の拡幅工事はいつごろから始ま

るのか。 

――――――――――――――――――――――――――――― 

 本日の会議に付した事件 

  議事日程に同じ 

――――――――――――――――――――――――――――― 
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本会議第２号（２月28日）（木曜） 

 

 出席議員  １６名 

     １番  吉 留 良 三 君       ９番  中 里 純 人 君 

     ２番  江 口 祥 子 君      １０番  東   育 代 君 

     ３番  松 崎 幹 夫 君      １１番  竹之内   勉 君 

     ４番  田 中 和 矢 君      １２番  原 口 政 敏 君 

     ５番  中 村 敏 彦 君      １３番  下迫田 良 信 君 

     ６番  大六野 一 美 君      １４番  宇 都 耕 平 君 

     ７番  西別府   治 君      １５番  福 田 清 宏 君 

     ８番  濵 田   尚 君      １６番  平 石 耕 二 君 

――――――――――――――――――――――――――――― 

 欠席議員  なし 

――――――――――――――――――――――――――――― 

 職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名 

局       長  岡 田 錦 也 君   主       査  神 薗 正 樹 君 

補       佐  石 元 謙 吾 君   主       任  軍 神 卓 也 君 

――――――――――――――――――――――――――――― 

 説明のため出席した者の職氏名 

市       長  田 畑 誠 一 君   消 防 長  前 屋 満 治 君 

副   市   長  中 屋 謙 治 君   水 産 商 工 課 長  平 川 秀 孝 君 

教 育 長  有 村   孝 君   食のまち推進課長  馬 場 裕 之 君 

地 方 創 生 統 括 監  松 尾 章 弘 君   生 活 環 境 課 長  上 原   昇 君 

総 務 課 長  田 中 和 幸 君   福 祉 課 長  立 野 美恵子 君 

政 策 課 長  北 山   修 君 

財 政 課 長  東   浩 二 君 

市 来 支 所 長  中 村 安 弘 君 

教 委 総 務 課 長  木 下 琢 治 君 

――――――――――――――――――――――――――――― 
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平成31年２月28日午前10時00分開議 

 

 

   △開  議 

○議長（平石耕二君） これから本日の会議を開き

ます。 

────────────── 

   △日程第１ 一般質問 

○議長（平石耕二君） 日程第１、一般質問を行い

ます。 

 これより、通告順により、順次、質問を許します。 

 まず、濵田尚議員の発言を許します。 

   ［８番濵田 尚君登壇］ 

○８番（濱田 尚君） おはようございます。 

 通告に従い、商工行政について質問いたします。 

 景気は穏やかに回復している、戦後最長となった

とまで言われております。経済成長率は高くありま

せんが、失業率の改善や有効求人倍率は極めて高く、

企業収益も最高水準だと報道があります。 

 しかしながら、本市の状況はどうでありましょう

か。景気の実感どころか、地方の経済環境は悪化を

たどっています。人口減尐、尐子高齢化による購買

意欲の低下は、商店街を衰退させ、人口密集地にお

ける大規模商業施設の台頭により、悪循環の一途を

たどっていると考えます。 

 また、人材不足は全業種の事業者で訴えられてお

ります。その結果、事業継承ができないというよう

な話もお聞きするところであります。 

 しかし、このような状況のもとでも、地域ブラン

ドを活かし、生き生きと仕事をし、そして雇用を生

み、大きく成長している事業所さんもあります。こ

ういった経済活動が地方を元気づけ、強いては日本

の原動力になっていくと考えます。また、その力が

大企業を支えていくのも、地方の中小零細企業だと

考えております。 

 本市の行政としても、いちき串木野市で起業した

い、創業したいの後押しや、農林水産業、商工業な

ど全ての業種においての事業をしっかり支援してい

くシステムの構築をすべきだと考えます。 

 それでは、１点目の質問として、本市の起業や創

業の取り組みの状況を伺い、壇上からの質問といた

します。 

   ［市長田畑誠一君登壇］ 

○市長（田畑誠一君） おはようございます。 

 濵田 尚議員の御質問にお答えをいたします。 

 本市の起業・創業の取り組みの現状についてであ

ります。 

 新たな起業や創業が生まれることは、本市の地域

経済の活性化はもとより、新たな雇用の創出や市民

生活の向上など、多くの効果が期待できるものと考

えております。 

 そのため、本市においては、専門的立場であるい

ちき串木野商工会議所や市来商工会と連携をとりな

がら、起業・創業者向けの空き店舗等活用促進事業

補助金や、資金調達の円滑化を図ることを目的に、

市商工振興資金利子補助金の交付などを行っており

ます。 

 具体的に申し上げますと、空き店舗等活用促進事

業は、平成25年度に創設し、平成31年１月末まで、

47店舗の事業者が新たな起業等をされています。 

 また、いちき串木野商工会議所、市来商工会にお

かれましては、起業・創業にかかわる金融支援など

を初めとする市や県の制度について助言やあっせん

を行う相談窓口を設けるとともに、創業後について

も経営指導やセミナーの開催を行っているところで

あります。 

○８番（濱田 尚君） ただいま答弁をいただきま

して、空き店舗の活用促進事業、そして商工会議所、

商工会のいろんな支援をなさっているという報告を

いただきました。ある一定の評価をしたいところで

あります。 

 しかしながら、統計いちき串木野にもありますよ

うに、平成19年の商業統計で商店数が447、従業員

数が2,229人。平成26年の商業統計におきましては、

商店数が317で130減っていると。従業員数も1,440

人で789人減っているというような数字もございま

す。 

 そして、事業所数にしても、平成18年の企業統計

で1,527あったのが、平成28年では1,318で209減る

というような状況でございます。 
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 思った以上に厳しい経済環境にあると思います。

商工会、そして商工会議所と連携をとっているとい

うことでありますけれども、もっとこの連携という

のは必要ではないかなと思っております。ある自治

体では、商工行政の方が企業訪問などをしながら、

地域の経済活動を十分に察知していくというような

取り組みもございますけれども、そういった直接、

事業所さんの声を聞くというようなことはなされて

いるのか、お伺いをいたします。 

○水産商工課長（平川秀孝君） 直接、企業者の声

を聞いているかということでございます。 

 その点につきましては、意見交換会的な部分は行

っていないところではありますけれども、機会を見

て、事業者の方々と話をする機会がございますので、

そのときなどに状況などについてお話をお伺いして

いるところでございます。 

○８番（濱田 尚君） やはりこういったまちの経

済状況というのをつぶさに知っていくということは

大事でありますので、もっともっと積極的に取り組

んでいただきたいと思います。 

 次に移ります。 

 まちの活性化や人の可能性を最大限に引き出すた

めにも、起業・創業や中小企業を総合的に支援する

取り組みが必要と考えます。 

 具体的に言いますと、ビズモデルというようなも

のでありますけれども、他市の事例なんですけれど

も、富士市産業支援センター、いわゆる「エフビズ」

というようなものでありますけれども、そこでは新

しい市場を開拓したい、今の事業をさらに大きくし

たい、経営の課題を解決したい、そんな声に応える

産業支援の拠点であります。 

 そこが行っているのは、問題ばかりを指摘するの

ではなく、強みやよいところを見つけて伸ばしてい

く、チャレンジャーに自信や誇りを持ってもらうこ

とで強い意欲が生まれるそうであります。サポート

自体も卖発で終わらず、マーケティング、デザイン、

販路開拓、プロモーション、そういった各専門家の

バトンリレーで質の高いワンストップのコンサルテ

ィングを提供しているらしいです。結果にこだわり

続けることで地域にチャレンジの連鎖反応が生まれ

ているということでございます。メディアでも取り

上げられておりまして、センター長を公募して、高

額年収と契約は１年限りということで、成果によっ

ては打ち切りもあるというようなことであります。 

 このビズモデルの支援ですけれども、この取り組

みは全国的に広がっておりまして、九州でも熊本県

天草市、そして長崎県新上五島町、宮崎県の日向市、

福岡県の直方市、長崎県大村市、同県壱岐市に開設

されておるようであります。 

 天草の、通称「アマビズ」と言われますけれども、

天草市起業創業・中小企業支援センターというとこ

ろでありますけれども、状況を尐しお伺いしたとこ

ろであります。市が運営をいたしまして、相談も非

常に多く、起業された方も多いというようなことを

お伺いしたところであります。 

 そこでお聞きしたのが、やはり商工会議所、そし

て商工会、地元の金融機関が一体となって連携をし

て効果を生んでいるというようなことでございまし

た。 

 私どももこの自治体の中で、商工会議所、商工会

の連携のあり方や、経営者、事業者への販路拡大や

売り上げアップなどの支援というのを、いちき串木

野市ならではの取り組みが必要と考えます。起業創

業・中小企業支援センターの設置に向けて検討して

いくべきではないかなと思います。見解を伺います。 

○市長（田畑誠一君） 起業・創業等の取り組みに

つきましては、先ほど申し上げました本市の取り組

みのほか、国、県等においても、その重要性に鑑み、

独自の取り組みがなされております。 

 国においては、あらゆる分野の事業の悩みを解決

するため、「よろず支援拠点」を鹿児島市内に設置

しており、10名のコーディネーターが無料で起業・

創業を初め、企業経営における売り上げ拡大や経営

改善などの相談に応じております。 

 また、かごしま連携中枢都市圏ビジョンに基づく

鹿児島市の創業支援施設「ソーホーかごしま」につ

いては、協定により、その活用ができることになっ

ており、広報紙等により周知を行っているところで

あります。 

 先ほど、「アマビズ」の例をお話しなさいました。
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いわゆる天草市独自の起業創業・中小企業支援セン

ターの取り組みについては、売り上げの増加や販路

拡大など産業全体の底上げにつながっている一方で、

年間5,000万円を超える事業費を費やしているとも

お聞きをしております。 

 このようなことから、「アマビズ」等も参考にし

ながら、現時点においては、「よろず支援拠点」や

「ソーホーかごしま」の有効活用を図ってまいりた

いと考えております。 

○８番（濱田 尚君） 「よろず支援拠点」は、国

が全国に展開していると思います。国の方針で設置

されておるわけであります。なかなかそこに相談に

行くというのは、我々の中で知れているわけであり

ませんけれども、「ソーホーかごしま」にしても鹿

児島市が設置したと思いますけれども、身近に相談

をするといった視点からすれば、やはりそういった

窓口というのが本市にあってもいいのかなと思いま

す。 

 商工会でも経営セミナーとか、いろいろセミナー

は開催されておりますけれども、現実として、こう

いったセミナーを開催しますよといった時間に、な

かなかそういった相談者が時間に合わせることがで

きないというのが現実であります。 

 先ほどのビズモデルというのは、やはり本当に相

談者に寄り添う形というのがポイントになってくる

のかなと思っております。そのセンター長さんとい

うのも、その地に住み、相談者の時間で予約をして、

その時間は１時間ぽっきりというようなところで進

めているようであります。 

 5,000万円というような財政負担ですね。5,000万

円かけてでも、これはしなければならないと、やは

りその施策に5,000万円かける意味というのも、天

草市にはあるんじゃないかなと思っております。 

 そして、先ほど述べましたように、壱岐市であっ

たり、新上五島町は離島ですけれども、直方市なん

かも取り組んでおりますね。「アマビズ」の取り組

みが全てではないと思います。それぞれ導入自治体

で運営形態や支援の方法、財政負担もそれぞれ違う

と思うんですよね。ですから、「アマビズ」のとこ

ろをしっかり研修しながら、本市に合った起業支援

というのがあるんじゃないかなと私は思います。 

 ですから、「よろず支援拠点」も熊本にもありま

す。福岡にもあります。どこにでもあるんですけれ

ども、やっぱり自分たちのところは自分たちでいけ

んかせんないかんよなという危機感のあらわれだと

思います。 

 鹿児島ではありませんけれども、熊本では人吉の

ほうが今検討中というようなことでございますので、

これはいち早く、将来このまちで事業を営む人の支

援をしっかりするためにも、研修やそのところへ行

って勉強すべきだと思いますが、見解をお伺いいた

します。 

○市長（田畑誠一君） 新たな起業や創業が生まれ

ることは、それは本市の地域経済の活性化はもとよ

り、新たに雇用も生まれます。 

 また、全体を含めた商工業の振興というのは極め

て大事であって、それは先ほど来お話になっておら

れますように、商工会、商工会議所等でもいろんな

施策等を展開しておられるわけであります。 

 今、そういった意味で、商工業の振興発展、起

業・創業おこしに「アマビズ」の例を先ほどからお

話しなさいました。やはり市みずからが先頭に立っ

て、そういった売り上げの増加等々に販路の拡大、

そういった底上げにつながるように努力することは、

これは当然であります。 

 ただ、先ほど申し上げましたとおり、現段階では

国がやっている「よろず支援拠点」とかかごしま連

携中枢都市圏でやっている「ソーホーかごしま」な

ども活用してまいりたいと思いますが、今おっしゃ

いました「アマビズ」等につきましては、先ほど申

し上げたとおり、売り上げの増加とか販路拡大とか、

いろいろ成果を上げておられるようです。片方、事

業費としても5,000万円ほど費やしているという状

況でもあります。 

 いずれにしても、起業・創業に関すること、これ

は非常に大事なことでありますので、商工会や商工

会議所の皆さんも一緒になって、今の「アマビズ」

等のやり方、こういったことは研究してまいりたい

というふうに考えております。 

○８番（濱田 尚君） ぜひ研究していただきたい
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と思います。将来のいちき串木野市の事業者さんた

ちの支援のあり方というのをしっかり探る糸口があ

るんじゃないかなと思っておりますので、我々も商

工会の一員として商工会、そして、そういった拠点、

商工会議所関係団体が一つになって、いろんな地域

の産物を発信したり、いろんなことを進めていける

糸口になるかと思いますので、市長、研究するとい

うことですので、しっかり研究していただきたいと

思います。 

 それでは、次の質問に移ります。 

 職員の研修についてであります。平成29年の３月

にも人材育成の件で質問をいたしました。 

 市職員の消防団での研修というのは、地域の防災

や防犯に取り組む活動を深く理解するとともに、市

民の生命、財産を守るという使命を果たす中で、防

災意識を高めて行くことにつながると思います。 

 その後、どのような検討がされたのかお伺いをい

たします。 

○市長（田畑誠一君） 職員の研修についてであり

ます。 

 職員の消防団での研修につきましては、職員が消

防団活動に従事することにより、地域や住民情報な

どを知ることや地域防災の重要性を理解する上でも

有意義ではないかと考えます。 

 一方、行政では、大雤や台風などの災害が見込ま

れる場合、市内18カ所の避難所の開設と、農林土木

を所管する課については、道路や公共施設災害など

の現場に迅速に対応するため、職員の配置、待機が

求められております。 

 このような状況ではありますが、国においても消

防団への加入促進が図られているところでもありま

すので、今後、災害時対応などの課題を消防本部な

どとの協議の上、職員の消防団での研修について検

討してまいりたいと思います。 

○８番（濱田 尚君） 消防と協議していくという

ことでありますけれども、この答弁は前回もそのよ

うな状況ということで聞きました。確かに国のほう

も平成19年には消防庁から地方公務員の消防団への

入団の促進についてという通知もありました。 

 そして、東日本大震災を受けて、国の法律で平成

25年12月には消防団を中核とした地域防災力の充実

強化に関する法律といったのも施行されております。 

 そういった中で、消防団の充実、強化という中に

は公務員の加入というようなことがうたわれており

ます。ですから、あらゆる自治体がこういった消防

団への加入というのを促進していると思います。 

 現実に、これまでに市として職員の方に加入促進

をどんな形でされたのか、お伺いをいたします。 

○総務課長（田中和幸君） 職員の消防団の加入に

つきましては、現在、人数は尐ないんですけれども、

３人おります。 

 この部分につきましては、自主加入という形での

お願いをしておりますので、そういうような、かね

ての中での活動を促進しろ、もしくは地域活動での

活動をお願いしますという一環として、そういう消

防団も含めての加入促進という、地域活動の一環と

して広く捉えまして、そこでの加入促進という形を

お願いしているところでございます。 

○８番（濱田 尚君） 本来ならば、加入促進をし

て、職員の方がたくさん入っておられれば、研修の

導入というのは私は話題にはならないと思います。 

 以前もちょっとお聞きしたんですけれども、伊佐

市もたくさんの方が研修も導入しながら、研修が終

わった後でも消防団として活躍していますよという

ようなことでございました。 

 そして、本市は３名ということであります。 

 日置市にちょっとお伺いしました。職員数、消防

職員を除けば396名ぐらいいらっしゃるんですけれ

ども、消防団に入っている方が女性を含めて58名。

そして、薩摩川内市は1,026名いらっしゃいますけ

れども、市職員の消防団に入っている数105名、う

ち49名は甑島だというようなことをお伺いをいたし

ております。 

 それほど、それぞれの自治体であろうかと思いま

すけれども、やはり地域に入って、地域の事情をし

っかり酌む、そして人を知るというのは大事なこと

だと思います。そして、本市の人ばかりを採用して

いるわけではございません。市外の方も採用してい

ると思います。 

 そういった意味では、本市の隅々までとは言いま
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せんけれども、やはり地域を知るのには、この消防

団の活動というのは有意義かなと思っております。 

 この加入の促進をどのようにされていくのか、お

伺いいたします。 

○総務課長（田中和幸君） ただいま消防団員のメ

リット、職員研修の一助となり、社会人としての規

律が学べるとか地域住民と深いつながりができる、

市全体の災害対応能力が向上するとか、いい面も結

構ございます。 

 ということで、これまでにつきましては、前回の

市長の答弁におきましても、当然そういうことも検

討した上での答弁でございましたが、実を言います

と、いちき串木野市が合併した当時は、役場分団と

いうのもございました。それについてのいろいろと

見直しがなされたのが23年度であったかと思います。 

 そういう部分を今までは引き継いでいたので、地

方公務員の一般職につきましては、非常勤の特別職、

これとの兼務がよろしいのかどうか、もしくは、実

際、一般職員が執務時間中にそういう事案が起こっ

たときに、職務専念義務との都合はどうかとかいう

ような部分もございまして、若干、研究というよう

な形での答弁にとどめたところでございますが、今

回、議員御指摘のとおり、災害が全国各地に起こっ

て、多発しております。それの中では、やはり自治

体職員さんも団員としての役割も期待されるという

ことで、最近、国のほうからも随分そういうような

指摘文書等も参って、29年におきましても、議員さ

んが質問された後にも、そういうような文書が消防

庁のほうからも来ているところでございます。 

 そういうことを踏まえまして、先ほど言ったメリ

ットもあること考えまして、今後、若干、前回の答

弁よりは歩を進めた形で前向きに進めていこうでは

ないかという形での検討させていただきたいという

内容での答弁でございます。 

○８番（濱田 尚君） 前向きにしていただきたい

と思います。 

 大災害時の職員対応というのは、しっかり他の自

治体では大災害時のときの職員の動きは職員の配置

を優先してくださいよというなところで線引きがち

ゃんとされております。 

 そういったのも参考にしていただきたいと思いま

すし、「昼間の」と言われますけれども、今、消防

団を全国的に見て、事業所に雇用されている人は

72％ぐらいなんですよね。そういった意味で、昼間

に出動可能な人が非常に尐ないと。そして、昼間は

職員の人たちが率先して出ましょうというような規

定を設けてあるところもたくさんありますので、そ

ういった事例を踏まえて、やはり大災害時はそれぞ

れ役割分担というのは優先しなければならないと思

いますので、そういったところをしっかり前向きに

検討していっていただきたいと思います。 

 市長、私はものすごく、こういう取り組みはいい

と思いますので、ぜひ前向きに検討していただきた

いと思います。 

 市長、一言お願いします。 

○市長（田畑誠一君） これまでの取り組み、そし

て、これから先の考え方というのは総務課長のほう

から今、答弁いたしました。 

 いずれにいたしましても、職員が地域の皆さん方

と情報を共有し、地域防災に携わるということは非

常に重要なことでありますので、消防局等とも協議

をしながら、どういった方向で進めればいいか、前

向きに検討してまいりたいと思います。 

○８番（濱田 尚君） 次の質問に移ります。 

 ３番目の質問でありますけれども、道の駅につい

てであります。 

 道の駅についても、ぜひとも早く取り組む必要が

あるんじゃないかというようなことで、２回ほど質

問をいたしております。 

 昨年の11月には、垂水市にも道の駅はあったわけ

でありますけれども、鹿屋市との市境の近くに、

「たるみずはまびら」というような道の駅もまた開

設されているようであります。 

 そういったことを考えますと、本当に地理的にも

ここに道の駅があるべきだと思って、そういうこと

は共有されていると思います。 

 その後、どのような検討がなされたのかお伺いを

いたします。 

○市長（田畑誠一君） 道の駅の登録につきまして

は、濵田議員が十分御承知であられますが、施設的
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条件がございます。24時間使用できる駐車場が20台

以上あること、トイレが10基以上あること、加えて、

乳幼児に対する授乳やおむつ交換が可能なベビーコ

ーナーの設置を初め、道路及び地域に関する情報を

提供する案内所、または案内コーナーの設置が必要

不可欠とのことであります。 

 本市の食の拠点施設である食彩の里いちきくしき

のの道の駅登録については、これまでも検討をして

きたところでございますが、先ほど申し上げた登録

に必要な施設的要件を満たしておりません。これを

満たすには大規模な設備投資が必要であることから、

当面の間、現状のまま活用していきたいと考えてお

ります。 

○８番（濱田 尚君） 当面の間、現状でというこ

とでありますけれども、本当に人のマーケティング

とか人の動きというのは非常に早いと思います。こ

ういうのは早く取り組むべきだと思います。 

 例えば、現在の食彩の里の施設の整備状況からし

て、こういう状況の中でどんなにしたらできますか

というような国交省とのやりとり、直接相談したこ

とはございますか、お伺いをいたします。 

○食のまち推進課長（馬場裕之君） 道の駅につき

ましては、所管が国交省ということでございます。

我々、自治体がそういうような交渉、協議をする場

合は、県を通してすることになっております。 

 これまで、今、市長の答弁にもございました施設

的要件等々につきましては、県の担当課、土木部の

担当課でございますが、そこを通してやりとりをこ

れまでやらせていただいたところでございます。 

○８番（濱田 尚君） 県の担当者ということであ

りますけれども、整備手順とかありますけれども、

やはり県の担当者にも直接会わせて話をさせてくだ

さいというようなことも必要かなと思います。 

 整備が多額に上るということでありますけれども、

今ある施設をどう活かして費用をかけないでできる

かという相談も、恐らくできるかと思います。 

 いろんなところを見に行けば、これで要件を満た

したんだろうかというような、そういったところも

自分も思う場面もありますので、やはりそこはしっ

かり、直接、国交省の専門の人と話を聞きたいとい

うなことも考えていただきたいと思います。 

 整備の手順として、市町村が道の駅を登録して整

備をしますよね。その整備をトイレや広場、駐車場

なんかを国交省がそのまま整備をするのがあるんで

すね。それは自治体と国交省が一緒になって、一体

となってするという、一体型と言われるやつです。

そして、全部を卖独でするのが卖独型というような

整備の方針であります。 

 一体型というのが、平成30年の４月の時点で全体

の54％、半分以上は国交省も一緒になって整備をし

てるんですよね。そういったことを考えれば、もう

尐し国交省とやっぱりその話を詰めていくべきかな

と思います。 

 卖独でせんないかんというような、いろんなのも

あったのかもしれませんけれども、現実的には一体

型、国交省が整備をしたのも半分以上を超えている

という事実を踏まえて、また検討していただきたい

と思います。 

 市町村研修会で道の駅の研修をされたことがあり

まして、四国の内子町にあります「フレッシュパー

クからり」というような道の駅があるんですけれど

も、私はもうどげんしてん見らんないかんち思って

見に行きました。生産者の人たちが生き生きして、

元気で、本当に駐車場なんか広くないです。立派な

建物でもないですけれども、50名ぐらい雇用があっ

て、７億円ぐらいというような売り上げもあるそう

です。そういったところで地域の産業振興を担って

いる、そういう道の駅ですね。 

 ですから、課長と話をしたときも、課長も本当に

あちこちに行って道の駅を見ているということもお

伺いをいたしました。やはり観光面でいけば、ゲー

トウェイ型という、そこからどっか観光のところに

導いていくような道の駅の形態もあります。地域セ

ンター型というのは、やっぱり産業振興など、そう

いったところに特化しているところもあります。そ

ういったのをしっかり検討しながら進めていってい

ただきたいと思います。 

 本市の玄関口ってどこかなと思いますよね。例え

ば、鹿児島本線もずっと通っているわけでもござい

ませんし、駅がそれを担っているかって、たくさん
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の人が往来するわけでもありませんけれども、やは

りどっかに玄関口がないといけないと思います。 

 今、道の駅というのは定住移住の発信なんかも相

当されてますよ、どこも、定住移住を。このまちで

はこんな政策がありますというようなことで発信も

されています。そういった機能も含めて検討すべき

だと思います。 

 そして、あそこから、例えば薩摩藩の留学生の記

念館に導いていければなと思いますよね。ですから、

自分はトイレを整備するにしても、れんがづくりで

きれいなトイレやったら、これは薩摩藩の英国留学

生の記念館を模したトイレなんですよというような

説明をすれば、ああ、そうか、そこに行ってみよう

かなというなことにもつながると思います。どっか

にか、このまちにそういう拠点がないといけないと

思いますので、検討をしていくべきだと思います。 

 まず一番は、地図に道の駅ってちゃんと載るとい

うのが一番だと思います。そして、全国いろいろ回

られている方、そして道の駅に寄らなければならな

い方もいらっしゃいます。そういった方が何かしら

このいちき串木野市の情報を得ていく、そこが大事

だと思いますので、検討していっていただければと

思います。 

 道の駅ですけれども、近隣も、例えば单九州自動

車道もやがて開通します。そういった前に、やっぱ

り道の駅というのを設置すべきだと思います。 

 以前、答弁では設置を要望するというようなこと

も言われましたけれども、設置自体は市町村が98％

ぐらい設置しておりますので、設置しますというよ

うな気概を持って取り組んでいただきたいと思いま

すが、市長に一言お願いをいたします。 

○市長（田畑誠一君） 人口減尐社会に突入してい

るわけでありますが、大事なことは交流人口の拡大、

確保であります。幸い、みんなの努力で西回り自動

車道も着々と進捗をしております。 

 このことによって、人や物の流れというのは大き

く変わってきております。ということは、裏を返せ

ば自治体の人や物の奪い合いにつながると思います。 

 そういった意味で、道の駅というのは拠点として、

今、おっしゃいましたとおり、地図を広げたときに

道の駅があるという、拠点としての、何ですか、役

割というんですか、非常に大きいものがあると思い

ます。 

 ただ、先ほど申し上げましたとおり、いろんな卖

独型とか、いろんな例をお話しされましたけれども、

いわゆる施設に必要な具備すべき条件というのは、

駐車場の問題、トイレの問題、そしてまたベビーコ

ーナーの設置の問題とかあるようですが、いずれに

しましても積極的に、また、これまで以上に検討を

重ねてまいりたいというふうに思います。 

○８番（濱田 尚君） 道の駅もいろんな機能を備

えておりまして、防災機能をというのもあちこちで

強化をされているようでありますので、強く検討さ

れることを申し述べて質問の全てを終わります。 

○議長（平石耕二君） 次に、中里純人議員の発言

を許します。 

   ［９番中里純人君登壇］ 

○９番（中里純人君） おはようございます。 

 私は、先に通告いたしました２点について質問い

たします。 

 まず、循環型社会を目指してであります。 

 平成23年度に策定され、計画期間が残された２年

余りとなった本市の環境基本計画について伺います。 

 先日の地方紙によりますと、地球温暖化がこのま

ま進めば、今世紀末には海面が1.3メートル上昇し、

海の生物が17％減るとの報道があり、地球温暖化対

策に対して警告しています。 

 私は、本市の環境基本計画策定時と比較すると、

国も社会も地球温暖化を初めとする環境問題に対し

て関心が薄れ、対策が弱まってきている感じがしま

す。環境問題は、今を生きる私たちが常に最善を尽

くして、よりよい環境を次世代に残していくために、

行政はもとより市民全体で取り組むことが肝要であ

るという立場で、以下、数点について伺います。 

 本市の環境基本計画の中で、10項目の取り組む施

策の数値目標について、直近の年次報告において、

達成しているもの、いないものを明らかにされたい

のであります。 

 以上で壇上からの質問を終わります。 

   ［市長田畑誠一君登壇］ 
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○市長（田畑誠一君） 中里純人議員の御質問にお

答えをいたします。 

 環境問題は、地球規模で考えるべき最も大きな課

題だと、地球温暖化の防止に全力を尽くす、それが

今を生きる私たちの次世代への贈り物だと、使命だ

というお話を今なさいました。まさに同感でありま

す。 

 そこで、環境基本計画の数値目標の達成について

であります。 

 平成23年度に策定した環境基本計画において、自

然環境、生活環境及び地球環境、快適環境、環境保

全体制と四つの環境目標を設定し、その施策の数値

目標として10項目を掲げております。 

 現在において、10項目中７項目が目標数値を達成

しており、３項目が未達成であることから、引き続

き、目標達成に向け取り組んでまいりたいと考えて

おります。 

○９番（中里純人君） 10項目のうち３項目が達成

されていないとのことですが、達成されていない施

策につきましては、達成していない原因と対策につ

いて明らかにされたいのであります。 

○生活環境課長（上原 昇君） 目標達成できてい

ない３項目として、一つ目に生活系ごみの１日１人

当たりの排出量であります目標値１日１人当たり

950グラムから530グラムへの削減で、平成29年度で

705グラムと目標値に達していない状況であります。 

 これは、一般家庭から出る生ごみが十分水切りが

徹底していないことや、家庭から出される約３割が

まだ食べられるのに廃棄される食品ロスであります

ので、今後、さらに市民へ家庭生ごみの削減につい

て周知を図りたいと考えております。 

 二つ目に、こどもエコクラブ活動の登録団体数で

あります。 

 計画段階では１つの団体があり、目標数値は２団

体でありましたが、現在では登録がないところであ

ります。 

 この活動は、公益財団法人日本環境協会が実施し

ている事業で、高校生までの児童生徒による地域で

楽しみながら環境についての学習や活動をするクラ

ブの登録で、現在のところ、活動クラブの認識の低

さから組織への登録がないところであります。 

 現在、市のホームページでも紹介していますが、

さらに広報紙への掲載など周知を行ってまいりたい

と考えております。 

 そして、三つ目であります。 

 これにつきましては、マイバッグ持参者の割合で

あります。 

 目標値を74％と設定しておりましたが、平成30年

度調査で43.5％と未達成であります。 

 現在、レジ袋については、ほとんどの店舗が無料

のため、マイバッグの意識が高まっていない状況で

ありますので、本市も取り組んでいるマイバッグキ

ャンペーンを市衛自連、生活学校、女性連と連携し、

さらに普及啓発に組ん取り組んでまいりたいと考え

ております。 

○９番（中里純人君） 以下数点、具体的な課題に

ついて伺っていきます。 

 海洋ごみ、とりわけマイクロプラスチックが今、

大きな国際的な問題となっています。2016年のスイ

スのダボスで開催されました世界経済フォーラム年

次総会で2050年までに海洋中に存在するプラスチッ

クの重さが魚の重さを上回るという衝撃的な研究報

告がありました。 

 翌年、日本も参加しました国連で初めての国連海

洋会議が開催されまして、海洋の環境悪化に対応す

るためにプラスチック製品の利用を減らすための行

動の呼びかけが全会一致で採択されました。 

 鯨やアザラシが大量のプラスチックを飲み込んで

死亡したり、ウミガメの鼻にストローが突き刺さっ

たりした映像が世界中に広がりました。ごみとして

海に流れ込んだレジ袋やペットボトルが紫外線や波

の影響で細かくなったマイクロプラスチックは、Ｐ

ＣＢ、ポリ塩化ビニルを吸着しまして、食物連鎖で

生態系への悪影響が懸念されています。餌と間違え

て飲み込んだ魚からの人間への健康被害も指摘され

ています。 

 韓国は昨年よりレジ袋を禁止、イギリスは今年か

らストローの発売を禁止、フランスも来年プラカッ

プや皿を禁止する法律を施行します。 

 国内では、富山県はいち早くプラごみ削減に取り
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組み、2008年からレジ袋無料配布の廃止運動を始め

ました。チラシや説明会を開催し、折り畳み式のマ

イバッグの配布等で、2018年までに約14億枚のレジ

袋を削減できたそうです。 

 神奈川県では、打ち上げられた鯨の胃の中からプ

ラごみが発見されたことから、昨年の９月に「かな

がわプラごみゼロ宣言」を発表しました。今後、プ

ラ製ストローやレジ袋の利用廃止、回収を進めるよ

うです。 

 そこで伺います。海洋汚染問題は、とりわけ海と

共存し、海洋資源と共存していかなければならない

本市にとりましては、他山の石ではなく、死活にか

かわる問題であると思うことから、プラごみの廃棄

が与える環境への影響並びに私が指摘しました現状

について、どのように認識されているのか伺います。 

○生活環境課長（上原 昇君） プラスチックは、

生活する中で非常に便利で、なくてはならない品物

であります。しかし、微生物などにより分解されな

いため、徐々に破砕され、いつまでも存在するなど

の問題が生じ、特に、今、議員が言われましたとお

り、海洋ごみとしてのプラスチックは魚やウミガメ

が誤飲し、死に直結している現状もあります。 

 最近では、海洋ごみの中でも直径５ミリ以下の微

細なマイクロプラスチックが問題となっており、企

業ではプラスチックストローを廃止し、生分解性プ

ラスチックへ転換するなど、環境に配慮する取り組

みも世界的に進んでいると認識しております。 

 本市についても、レジ袋、プラスチック問題につ

いては、大変重要な問題と捉えて今後取り組んでま

いりたいと考えております。 

○９番（中里純人君） 次に、私は平成23年の第５

回定例会で海岸漂着物の対策について質問しました。 

 答弁では、漂着物の処理は市で行っていて、漂着

物は河川からの流れ込みと見られる草木や竹くずが

主なものとのことでした。 

 プラ製品の河川から海への流入を食いとめるとい

うことも非常に重要なことです。 

 現在の本市の河川から海への流出及び海岸に漂着

しているごみの種類及び量は、近年増加しているも

のか、減尐しているものか、さらにその処理の状況

はどのようにしているのか伺います。 

○生活環境課長（上原 昇君） 河川からのごみの

流出については、主に草木や竹くずで、プラ製品に

ついては余り見られないところであります。 

 また、海岸への漂着ごみについては、梅雤から秋

にかけ漂着物が多く、ペットボトルやプラ製品、ま

た、外国からのポリ容器などが見られ、ここ数年、

漂着物の質、量とも、同程度ではないかと認識して

おります。 

 これらの漂着ごみについては、毎年、海の日の取

り組みとして、市民全体での清掃作業や、各種団体、

学校、個人での漂着ごみの清掃が行われ、これらの

ごみについてはボランティアごみとして無料で環境

センターで処理を行っている状況であります。 

○９番（中里純人君） 処理の状況はボランティア

に頼る部分が大きいということでございますが、前

回の質問の中で、ボランティア活動を行政が支援す

るアダプト制度というのを提案しましたが、それに

ついては今どのような状況なのか伺います。 

○生活環境課長（上原 昇君） アダプト制度につ

きましては県が実施しているところであります。 

 みんなの水辺サポート推進事業とみんなの港サポ

ート推進事業とがありまして、これらについて関係

機関と連携を図って取り組むということでありまし

たけど、これについて周知を、今現在、図っている

ところでございます。 

○９番（中里純人君） 先の答弁でもありましたが、

本市の環境基本計画の再資源化を推進する取り組み

としまして、レジ袋削減のためのマイバッグ運動推

進をうたってあります。 

 県では毎年10月を期間としてマイバッグのキャン

ペーンを開催しまして、市内におきましてはフラン

チャイズチェーン加盟のコンビニ、Ａコープ、だい

わ、タイヨーなどの大型店で取り組んでいらっしゃ

るようですが、本市としてこの期間を含め、どのよ

うな取り組みをされているのか、何らかの取り組み

を本市も実施するべきと思いますが、伺います。 

○生活環境課長（上原 昇君） レジ袋の削減につ

いては袋の有料化など全国的に認識が高まっている

ところでありますが、本市については消費者のニー
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ズにより、各店舗足並みがそろっていない状況であ

ります。 

 市としては、レジ袋削減の一環として、毎年10月

をマイバッグキャンペーン期間として、市衛自連、

生活学校、女性連と連携し、マイバック運動に取り

組んでいるところでございます。 

○９番（中里純人君） 国連環境計画の報告により

ますと、使い捨てプラスチック容器の人口１人当た

りの廃棄量というのは、日本は米国に次いで世界第

２位です。 

 昨日の報道にもありましたように、環境省がプラ

スチック循環環境戦略案をまとめ、2030年までにプ

ラスチックの排出量を25％削減、レジ袋の有料化を

2020年から義務づける方針を打ち出しました。 

 私は、昨年の６月議会で、食品ロス削減について

の質問をしました。答弁では、環境基本計画の生活

ごみの１日当たり排出目標530グラムが最終年度の

32年までに達成するように、達成目標に大きな影響

を及ぼす生ごみや食品ロスに取り組むとのことでし

た。 

 計画では、生ごみ対策として、市民が生ごみのコ

ンポスト化に取り組むとなっているようですが、市

民の皆さんの取り組み状況はどのような状況なのか、

進んでいるのか、いないのか、その評価もあわせて

伺います。 

○生活環境課長（上原 昇君） 環境基本計画の中

で、コンポストによる生ごみの堆肥化が市民の取り

組みとしてありますが、近年、コンポストの設置に

ついては減尐傾向であると認識しております。合併

前まではコンポストに対し市が購入補助制を実施し

てまいりましたけれども、合併後は電気式生ごみ処

理機の購入補助へ移行し、生ごみ削減に現在、取り

組んでいるところでございます。 

○９番（中里純人君） 29年度の決算では、年々ご

みは減尐しているという報告がありましたが、一方

では、焼却炉の修繕費は増加しているというのは炉

の劣化が急激に進んでいるのではないかと思われま

すが、炉の劣化の原因の一つに水を含んだ生ごみ焼

却によることも指摘されているがどうか。そうであ

れば、家庭から排出される一般廃棄物のうち、生ご

みから水分を取り除いて排出することが大切だと考

えますが、見解を伺います。 

○生活環境課長（上原 昇君） 家庭から出される

生ごみには約80％の水分が含まれると言われます。

環境センターでの焼却においても、水分が多いと焼

却温度が上がりにくく、燃焼効率が悪くなります。 

 また、生ごみの水分が減ることで、ごみ全体の量

が減尐し、１人当たりのごみ排出量を削減できると

同時に、収集車の運搬効率やＣＯ₂削減にも大きな

影響を及ぼすなど、生ごみの水切りについては施設

維持などを含め、社会環境に大きく影響していると

認識しているところでございます。 

○９番（中里純人君） 現在と同規模の環境センタ

ーをつくるとなると、70から80億円かかるとお聞き

しましたが、平成11年に建設された環境センターの

現状と本年度予算化されました長寿命化計画はどの

ような状況なのか伺います。 

○生活環境課長（上原 昇君） まず、環境センタ

ーの現状ということで、環境センターは平成11年８

月から供用開始し、19年が経過しております。耐用

年数は一般的に焼却設備は20年、施設の建屋は50年

と定められており、各所で経年劣化による老朽化が

進んでいる状況であります。 

 焼却施設については、燃焼部周辺を中心に、年次

的に劣化している部分については、早期に取りかえ

を行うなど、尐しでも長く使用できるよう適正な管

理を行っているところであります。 

 また、今年予算化された長寿命化計画の内容です

けど、これにつきましては、廃棄物処理施設は施設

を構成する設備、機材や部材は高温多湿により経年

劣化が激しく、耐用年数が短いと言われます。 

 しかし、日常の適正な運転管理と毎年の定期点検

や基幹的設備の更新などを的確に実施した場合、30

年以上にわたり稼働した例もあります。 

 今回の調査では、現在の施設の状況を把握し、機

能検査を実施することで、今後、安定的な稼働を継

続する整備計画を立てるとともに、コスト面や延命

化の効果を整理し、施設の長寿命化に向けた計画を

今現在、策定しているところでございます。 

○９番（中里純人君） 尐しでも長くもたせていた
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だきたいと思っております。 

 今後の本市の取り組みについて伺ってまいります

が、他都市の取り組みを２例紹介したいと思います。 

 まず、日置市が取り組んでおります、ごみ削減の

ための生ごみのリサイクルについてでございます。 

 先日、ＮＨＫのテレビで放映され、市民の皆様か

らも取り組んだらどうかという御意見をいただきま

した。 

 日置市では、人口減尐にもかかわらず、ごみの量

が増え、１人当たりの費用の負担が増えることから、

家庭で燃やせるごみと生ごみを分別して排出し、市

が出る生ごみを回収して堆肥化し、循環型の社会を

つくろうと2012年から取り組んでいらっしゃいます。 

 具体的に申しますと、各家庭に無料配布された三

角コーナーで水を切った生ごみを家庭用のポリバケ

ツに移して、ごみステーションに設置してあります

生ごみ用のたるに捨てるというもので、週２回回収

された生ごみは美山の業者さんが２、３週間で堆肥

化し、市民の皆様に無料で配布しているようです。

堆肥は家庭菜園や花壇などで使われているようでご

ざいます。 

 メリットとして、１、生ごみがなくなり、家の中

が臭くなくなった。 

 ２、燃やせるごみの量が半分以下になり、ごみ袋

の使用量が減った。 

 ３、燃やせるごみ袋が軽くなって、ステーション

に持っていくのが楽になった。 

 ４、子どもが興味を持ち、家庭での環境学習にな

っている。 

 ５、回収用のたるが常時設置してあるので、24時

間利用できる。 

 ６、生ごみリサイクルに取り組んだ結果、燃やせ

るごみも減った。 

 ７、二酸化炭素が263トン、500ミリペットボトル

で２億6,300万本削減できたなどと、非常にメリッ

トが多いことが報告されております。 

 そして、もう一つですが、これは札幌市が大学と

共同で開発しました札幌式生ごみの水切り器です。

ここに生ごみを入れまして、こうやって圧縮して生

ごみの水を切るというものです。 

 札幌市では、これを配布することで、生ごみの量

が水分がなくなった分だけ大きく減尐したというこ

と、また、モニターの方からも水を切るだけでこん

なにごみが減るとは思わなかった、ごみ袋が小さく

なり、ごみ出しが楽になった、処理することでごみ

減量への意識が高まったというような声が多く寄せ

られているようです。 

 本市でも、ただいま紹介しました日置市の取り組

みを含めて、何らかの施策をするべきだと考えます

が、見解を伺います。 

○生活環境課長（上原 昇君） 日置市においては、

生ごみの焼却に係る経費の削減のため、食品くずな

どの生ごみを分別回収し、堆肥にリサイクルするな

ど、循環型社会への取り組みを行っていると伺って

おります。 

 確かに、生ごみの量を減らすことは、焼却に係る

費用を削減し、炉の延命につながりますが、生ごみ

の分別回収や処理に係る経費などについては多額を

要し、費用対効果を試算したところ、現時点では導

入は難しいと捉えておるところでございます。 

 本市においては、家庭ごみの水切りについて、さ

らに周知、広報を行い、ごみの水分量を減らし、炉

に対して負荷をかけないような対策を行ってまいり

たいと考えております。 

 そして、今、紹介のありました札幌市が取り組ん

でいる水切り器についてであります。 

 札幌市では、産官学共同研究により、一般家庭で

の生ごみの水切り器を開発されたと聞いております。 

 また、この水切り器を各家庭に配布し、効果的な

ごみ減量への意識を高めると同時に、焼却施設の燃

焼効率の向上にもつなげていると聞いております。 

 これらの取り組みは、本市にとっても非常に興味

深いものでありますので、先進地の事例を参考に研

究してまいりたいと考えております。 

○９番（中里純人君） 先ほど紹介しました日置市

での取り組みは多額を要するという答弁でございま

したが、生ごみたるの設置費用とか回収の費用がか

かるわけでございますが、本市での試算はどのよう

にされているのか。また、燃料代も軽減されるわけ

ですが、環境センターの長寿命化並びに15年で満杯
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となります最終処分場の延命化にもつながると思い

ますが、その点についての費用対効果はどうか伺い

ます。 

○生活環境課長（上原 昇君） 今ありました食品

リサイクル費用対効果の試算であります。 

 年当たり費用として5,167万円と考えております。

いろんな収集関係とか委託料、それと効果として、

今現在、燃焼、重油とかかかっていますけど、これ

が1,220万6,418円と試算し、年間3,946万3,582円と

捉えております。 

 これに、初期の年度については、たるとかいろん

な物を準備しないといけません。これらについては、

物品購入として3,930万4,926円と試算しております。 

 これらを考えると、4,000万円近くが毎年出てま

いりますので、そのことから考えますと、水切りの

ほうを重点に考えていきたいと考えております。 

 それと、最終処分場の15年ということであります

けど、これにつきましても、昨年、平成30年２月に

施設が完成し、供用開始したところでございます。 

 施設については15年もつということになっており

ますけど、使い方によっては20年以上もつと、こち

らのほうは捉えております。 

 また、消耗品、いろんな薬品等についても、当初、

計画していたときよりも若干尐なくなっている状況

ですので、これらについても尐しでも長く使えるよ

うに丁寧に施設を維持してまいりたい考えておりま

す。 

○９番（中里純人君） 多額の費用が発生するよう

でございますが、今、お話ししましたように、引き

続き、市民の皆様に生ごみの水切りを含めて、減量

化がやっぱり自分たちの負担減につながるというよ

うな啓発をぜひ進めていっていただきたいと思いま

す。 

 次の質問に移ります。 

 マラソン大会と交流人口増について、号砲ととも

に前に進むいちき串木野市です。 

 昨年末の第30回全国女子高校駅伝大会におきまし

て、神村学園が見事初優勝を飾りました。今月の17

日には、ロータリーからドリームキャノピーまでの

間で優勝パレード並びに報告会が開催されまして、

多くの市民の皆様から監督、選手の努力に対しまし

て、大きな声援や拍手が送られ、全国制覇の喜びを

分かち合った次第でございます。 

 また、元旦の第63回全日本実業団対抗駅伝大会で

は、旭化成に所属する生福地区出身の大六野秀畝選

手がアンカーとして出場、激しい首位争いを制し、

チームを３連覇へと導きました。今後、マラソンで

の活躍が期待されます。 

 2007年から始まりました東京マラソンから、改め

て市民マラソンが注目を集めています。東京マラソ

ンは、定員２万6,370人に対しまして、応募が約32

万人で12倍の倍率となっています。 

 ２月17日の第６回北九州マラソンには１万2,000

人、復興を目指す第８回熊本城マラソンには１万

4,000人、県内におきましては１月13日に開催され

ました、日本で一番早く開催される公式マラソンで

あるいぶすき菜の花マラソンに１万2,000人、来月

３日に開催されます鹿児島マラソンには１万6,000

人など、多くの参加者があるようです。ヨロンマラ

ソンでは2016、17年に本市の職員が２連覇している

ようです。 

 笹川スポーツ財団の成人のジョギング、ランニン

グ実施率調査によりますと、にわかランナーは減尐

しているものの、走ることを習慣化しているランナ

ーは増えているそうです。 

 マラソン大会は、選手を特産品でもてなして応援

するとともに、情報発信ができ、宿泊や飲食などの

経済効果が期待できます。設備投資がほぼ必要ない

ので、どんな地方でも開催が可能です。 

 そこで、まず伺います。全国で注目されました神

村学園並びに大六野選手の活躍に対する見解を伺い

ます。 

○市長（田畑誠一君） 今、中里純人議員が詳しく

お述べになりましたとおり、昨年12月23日に開催さ

れた第30回全国高等学校駅伝競走大会、これは毎年、

年の瀬の国民にとって大きな話題になる大会であり

ます。その大会において、花の都大路で神村学園女

子駅伝部が県勢初となる全国優勝を遂げました。 

 １月１日にまた開催された第63回全日本実業団対

抗駅伝、いわゆるニューイヤー駅伝では、３連覇へ
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導いた旭化成、本市生福出身の大六野選手の活躍が

大きく報道されるなど、市民に大きな感動と夢を与

えてくれました。 

 ２月17日には市民挙げて議会の皆さんとともども

開催しました神村学園女子駅伝部優勝パレード及び

記念セレモニーには市民約2,800人の方々の参加が

あり、喜びを分かち合いながら選手と交流するよい

場となり、また、多くのマスメディアの方々が取り

上げてくださいました。 

 このような選手の活躍は、全国へ本市を発信する

よい機会となり、また、市民のスポーツへの関心を

高めるとともに、青尐年の憧れや挑戦するという意

欲を向上させ、市民体育大会や地区対抗駅伝競走大

会等の地域活性化へもつながるものと大きく期待を

しているところであります。 

○９番（中里純人君） 大六野選手は、昨年の日本

陸上選手権大会の１万メートルでも優勝し、駅伝と

ともに日本一となったわけでございますが、生福陸

上を初めとする関係者の皆様の御指導とか、県下一

周駅伝に出場経験のある照島小学校の前田校長先生

が生福小学校に赴任されていたとき、尐し指導され

たというようなことでございますが、それらのたま

ものではないかと思っております。 

 生福地区では正月の２日に、羽島地区では３月に

伝統のある駅伝大会が開催されているようですが、

このような地域の取り組みというのをどのように学

校教育に活かしておられるのか、教育長に伺います。 

○教育長（有村 孝君） 議員仰せのとおり、大六

野選手は、生福陸上尐年団や生福小学校、あるいは

生冠中学校で受けた指導も影響の一つと聞いており

ます。よき指導者とすばらしい仲間との出会いがあ

ったのだろうなと思っているところでございます。 

 児童生徒の学校での取り組みについてでございま

すけれども、教科として体育の授業を初め、運動部

の部活動、あるいは県内の取り組みである「体力ア

ップ！チャレンジかごしま」を市内各小中学校全て

の学校で実施いたしております。 

 また、持久走大会や一校一運動としてランニング、

縄跳び、一輪車など、各学校において取り組んでお

りまして、運動を日常的に取り入れることにより、

運動が好きになるための体力づくり、健康づくり、

強いては大六野選手みたいな、ああいう選手になり

たい、スポーツに打ち込んでみたいと、いわゆるス

ポーツ好き、生涯スポーツにつながるような指導と

いうこともしているところでございます。 

○９番（中里純人君） 朝のランニングとか学校で

もされていたようでございますが、朝の運動という

のは脳が活性化して記憶力が増すと言われておりま

す。ぜひまた取り入れてただきたいと思っておりま

す。 

 マラソン大会は、御存じのように42.195キロでご

ざいますが、半分の距離のハーフマラソン、10キロ、

５キロといろんな大会があるわけでございますが、

開催数というのが、インターネットのランニングサ

イトで調べましたところ1,800を超えております。

小さな大会を合わせますと2,800にも上るそうです。

皇居の周辺とか京都の鴨川でジョギングをするため

に、近くのホテルは予約でいっぱいだそうです。中

国や台湾でも空前のマラソンブームです。新潟県で

は、台湾便のチャーター便の運行にこぎつけて、外

国人の消費力と特産品や観光地の情報発信に期待し

て、新潟シティマラソンに外国人のランナーを取り

入れているようです。 

 私も商工会青年部在籍中に市民走ろう会というジ

ョギング大会に携わりました。さのさ荘をスタート

して、文化センター前から商店街を経由し、さのさ

荘でゴールということでございますが、羽島街道を

コースに選んだとこともありました。 

 現在のようにおもてなしというのはなくて、ただ

走るだけということでございましたが、熊本県を初

め、市外からも多数の参加がありまして、沿道から

も多くの市民の皆様に声援をいただいてたようでご

ざいます。平成４年の13回の大会で中止となりまし

たが、商店街の活性化に役立ったのではないかと思

っております。 

 長野県の「小布施見にマラソン」は、21キロのコ

ースで人口１万人の町に8,000人のランナーが押し

寄せるイベントとなっているようです。東京や大阪

からツアーもありまして、給水所にリンゴ、野沢菜、

さらには地元の高級和牛を30カ所も用意して、参加
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者を確保しようとおもてなしに力を入れているよう

です。 

 マラソン大会の経済効果並びに地域の活性化につ

いては、どのような認識なのか伺います。 

○市長（田畑誠一君） 今、中里議員がお述べにな

りましたとおり、マラソンブームは全国的に広まっ

ております。県内でも参加者が１万人を超える鹿児

島マラソン、来月３日ですか、いぶすき菜の花マラ

ソンなど、多くの大会が開催をされております。経

済効果や地域活性化に大きくつながっていると報道

されております。 

 参加ランナーも全国各地から申し込みがあり、ま

た、応援に来た家族の方などを含めますと、数万人

規模の方々が大会にお越しになられたことになりま

す。その間、宿泊や飲食、お土産等に消費され、鹿

児島マラソンでは14億円の経済効果があると報道さ

れております。 

 また、例に述べられました日本一のおもてなしマ

ラソンと言われるいぶすき菜の花マラソンも、地元

の方々が率先して沿道で飲み物やお菓子、地元特産

品の振る舞いやバンドの演奏等による応援もあるよ

うです。 

 また、宿泊先を確保するため、公民館等を利用し、

市民総出で大会を盛り上げており、地域活性化にも

大きくつながっているようであります。 

○９番（中里純人君） ある市外のランナーの方か

ら、いちき串木野市の美しい海岸線を眺めて走った

ら最高に楽しいと、特産品もいっぱいあるし、大会

を開催したらどうかというような御意見をいただき

ました。また、転勤族で転入してきた方からも同様

な意見をお聞きしました。 

 私は走るのが苦手なことから、このような御意見

をいただいて初めて本市の魅力がまだ活かされてな

いんだということに気づいた次第でございます。 

 焼津みなとマラソンでは、飛び賞で10人に３人の

割合でカツオを進呈し、大好評ということでござい

ますが、本市のマグロ、つけ揚げ、ハム、かんきつ

類など豊富な特産品でおもてなしをすると集客効果

は大きいものと思います。 

 先ほど述べましたように、宿泊、土産物の購入な

どの経済効果ばかりでなくて、市民の皆様の健康増

進とか健康寿命を長くするためにも意義のあるもの

と思います。 

 今回の神村学園や大六野選手のすばらしい成績を

きっかけとして、号砲とともに前に進むいちき串木

野市、いちき串木野マラソン大会開催に向けて検討

されてはいかがかと思います。伺います。 

○市長（田畑誠一君） 本市のつけ揚げとかマグロ

ラーメンとか、たくさんおいしいものもあると、特

産品もあるし、眺めは最高だというお話をされまし

た。そのことは、まちの活性化につながり、何より

も市民みんなの健康づくりにつながるんだという発

想で御提言をいただきました。 

 いちき串木野マラソンの開催についてであります

が、私もマニフェストにおいて、「食のまち・観光

交流の推進」の中で、「レジャーマラソン・ウオー

キング大会による市外からの誘客～宿泊を含めた外

部からの誘客が期待できるスポーツ関連イベントの

開催～」という項目を掲げております。本市の自然

や、お述べになられました特産品等を活かした魅力

ある大会、参加してみたいと思う本市にしかできな

いような大会、地域おこし、外部からの交流人口の

拡大につながる大会を開催したいと考えており、現

行の四つのウオーキング大会の見直しや統合なども

視野に入れながら、関係課、関係団体の方々と協議、

検討を進めてまいりたいと考えております。 

○９番（中里純人君） 検討を進めていかれるとの

ことでございます。開催されましたら、市長、教育

長、一緒に走りましょう。 

○議長（平石耕二君） 次に、原口政敏議員の発言

を許します。 

   ［12番原口政敏君登壇］ 

○12番（原口政敏君） 私は自由民主党を代表いた

しまして、五つの問題を市長と教育長に通告に基づ

き質問をいたします。 

 初めに、児童虐待について質問をいたします。 

 先般、千葉県の野田市におきまして、10歳の尐女

が自分の父親の虐待により亡くなったわけでござい

ます。御冥福を心からお祈り申し上げ、今度生まれ

てくるときは優しいお父さんとお母さんのもとに生



 
- 33 - 

まれてきなさいということを申し上げたいと思いま

す。 

 この父親のまことにもって非常な振る舞いは許す

ことができないと思っております。何と、虐待の様

子を動画に撮っていたということではありませんか。

畜生にも劣る行為であり、また、この母親も見て見

ぬふりをしておったということは同罪であると思っ

ております。 

 さらには、学校の先生に、お父さんに暴力を受け

ている、どうにかなりませんかというＳＯＳを発信

したにもかかわらず、なぜこのようなかわいそうな

事件が起こったのでありましょうか。これは、すな

わち教育委員会、児童相談所、さらには福祉課、ま

さにこの皆さんの失態によるものであるということ

は私が申し上げても過言ではないと思っております。

大変かわいそうな事件でございました。 

 先般、市長がこういうことを言われました。私も

テレビで見ておりました。燃え盛る家の中に、猫の

お母さんが我が子をくわえて、２回も火の中へ突進

したということを聞き、まさに市長がそのことを公

表され、私もテレビで見ておりました。 

 動物でさえ我が子を必死に守るこの世の中に、ど

うして自分の子どもを死に至らしめる行為ができる

のでありましょうか。まさにこの日本の世界が、私

は狂っていると言っても過言ではないと思っており

ます。 

 大変残念なことでございますけれども、我が町に

おきましても逮捕者が出たわけでございます。２月

18日でございました。午前９時に私は議会事務局に

参りまして、今日の一般質問の通告を出したところ

でございます。その後、３時間いたしまして、神村

学園の優勝パレードを見ようとテレビを見ていたと

ころ、何と我が町の逮捕が出てきたわけでございま

す。29歳の母親から虐待を受け、逮捕されたという

ことを聞き、どうしてなんだ、なぜなんだという怒

り心頭にかかったわけでございます。 

 さらには10日もしないうちに、また、我が町にお

きまして、今度は30歳の母親が虐待をしたというこ

とで、おじいさんが警察に届けられたわけでござい

ます。テレビのリモコンを子どもに投げつけて、顔

に傷ができたということで、おじいさんみずからが

警察に届けたという、大変あってはならない事件が

10日のうちに２回も発生したことは、我が町におい

て大変残念なことで、また、悲しい出来事でござい

ます。 

 私は昨年の９月に児童虐待の一般質問をしたとこ

ろでございます。教育長に我が町の虐待はどうなの

かと質したところ、現在、５名の児童の虐待の実態

があるということで、私は徹底した指導をするよう

に、教育長に重ねて申し上げたところでございます。 

 この事件は、決して私は軽くないと思っておりま

す。我がまちの最高責任者は田畑市長、あなたでご

ざいます。さらには、有村教育長にも責任の一端が

あるわけでございまして、私はまず最初に、田畑市

長がこの事件に対しましてどう思われたかというこ

とと、また、これからどのような対処をされるのか

ということを、まずもって市長に伺い、その後は順

次、自席において質したいと思っております。 

 また先般、担当課よりこういうことを言われまし

た。今、二人の子どもに対しましては、警察の捜査

が及んでおりますので、全部は回答できませんとい

うことでございましたので、そのことはそのことで

理解をしたいと思っております。 

 しかしながら、それ以外におきましては包み隠さ

ず、正直に答弁をされんことを強く要請を申し上げ

まして、１回目の質問を終わります。 

   ［市長田畑誠一君登壇］ 

○市長（田畑誠一君） 原口政敏議員の質問にお答

えいたします。 

 今回の事件の経緯と今後の対応についてでありま

す。 

 私はかねてから、子どもは社会の宝であると申し

ております。今回の事件につきましては、いたいけ

な子どもが一番頼りにしている母親から虐げられた

ことは人として考えられない、余りにかわいそうで

不憫でなりません。まことに痛ましく遺憾なことで

あります。 

 市の対応につきましては、これまで児童相談所や

関係機関と連携して対応してまいりましたが、今回

の２件について、どこに問題があり、どのように支



 
- 34 - 

援すべきだったかなどを検証してまいりたいと思い

ます。 

 また、国におきましても、千葉県野田市の事案を

踏まえて、子どもの安全を最優先に、さらなる強化

を図ることとしており、本市におきましても国の動

向を勘案しながら、関係機関だけでなく、地域の協

力を一層緊密にしながら、子どもが安心して暮らせ

るように児童虐待の未然防止に取り組んでまいりた

いと考えております。 

○12番（原口政敏君） 教育長にお尋ねいたします

けどね、この２人の子どもたちに共通していること

は、他市から我が市に来ていらっしゃるんですよね。

まず伺いますが、他市から来るときに、この虐待の

連絡があったのかどうかということをお聞かせいた

だけませんか。 

○教育長（有村 孝君） この２件については、幼

稚園、保育園のときに他市から来ておりまして、１

件は幼児の段階、１件は小学生女児ということで、

この小学生も幼稚園のときに来ているわけですから、

他市からですね。そして、小学校に入るときには、

幼稚園、保育園と当該学校と連絡会をいたします。

中学校の場合もそうですけどね、進級する場合はそ

ういうふうにやって、その連絡会の中で虐待につい

てとか、あるいはもろもろの生活環境を、そういう

ことについて引き継ぎが行われております。 

 今のこの小学校女児の場合は、小学校に入学のと

きに引き継がれてはおります。記録では引き継がれ

ておりました。 

○12番（原口政敏君） 要するに二人ともあったち

ゅうことですね、引き継ぎが。一人はあって、一人

はなかったちゅうことかな。ちょっとわからなかっ

たんですけどね、はっきりもう一回言っていただけ

ませんか。二人とも何かあったような、なかったよ

うな答弁だったですね。はっきりと言いなさいよ。 

○教育長（有村 孝君） 一人はまだ学校に入って

きておりませんので、保育園、幼稚園のほうにはあ

ったんじゃなかろうかなと思います。小学校２年生

というか、女児ついてはありました、小学校入学時

にですね。 

○12番（原口政敏君） 小学校のときは報告があっ

た。そして、４歳の子に関しては何もなかったって

いうことですね。教育委員会に対してはでしょう。

だけど、そこはちょっとおかしいと思うんですよね。

私は今回、小学校までは福祉課の担当であると、小

学校以上は教育委員会の担当であると。これはね、

文科省は間違ったことですよ。私はそう思う。一貫

性がないから、こういう事件を防げないんですよ。

じゃあね、福祉課長、そこに座ってらっしゃるから、

そのことについて、その引き継ぎがあったのかどう

か、それについては別に支障がないと思うから、警

察においては。答弁してください。 

○福祉課長（立野美恵子君） 今回の２件につきま

しては、１件はケース移管がありました。１件はあ

りませんでした。 

○12番（原口政敏君） １件はあって、１件はなか

ったということですね。 

 教育長、１件はあったわけですよね、１件は。そ

のときの対応はどのような対応をされましたか。ま

ず、そのことからお伺いをいたします。 

○教育長（有村 孝君） 小学校入学時、学校長も

もちろん認識しておりまして、その当時、入学以来、

経過観察ということでずっとやってきておりまして、

今回の事件までは何も疑わしいことはなかったとい

う学校長からの報告を受けております。 

 もちろん学校では全教職員で、その都度、見守り

をしてやってきているわけです。いろんな観察の機

会を捉えてやってきておりますが、学校ではそうい

う事案というのは出てこなかったと、気づかなかっ

たといいましょうか。そういうことで、今回の２月

の段階で初めて児童相談所に預かりということを校

長も第一報を聞いて驚いたという報告を受けており

ます。 

 一昨年の入学のときの３月末か４月にかけての連

絡会では、そういう引き継ぎはなされております。

そして、その後の校長初め教職員の共通理解は図ら

れているということで、見守りをずっと、経過観察

をしてきとったという対象児童でございます。 

○12番（原口政敏君） 教育長の言われることと報

道機関とは全然違いますよね。全然違う。報道機関

においてはね、言っていいんだろうと思っとります
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けれども、前から虐待があったと言っておりますよ。

言ってるんだから、報道機関が。 

 それからね、教育長、私が昨年の９月に一般質問

をしたときに５人いるとおっしゃったですね。その

うちの１人に入ってはいませんでしたか、この子ど

もは。 

○教育長（有村 孝君） 私が９月議会で議員の質

問に対して５件ありますというのを学齢期にある小

学校、中学校ということで５人と。ただ、その後、

確認をしたら、未就学児は、幼児は１名はいたとい

うのは確認をしています。確認は１名です。 

○12番（原口政敏君） 言うのはね、よう聞きなさ

いよ、あなた。そうじゃないんだよ、あなたが去年

の９月に５人虐待の子どもがいるとおっしゃったん

だよ。そのうちの一人かと僕は聞いているんだよ。

正確に答えなさいよ、あなた。 

○教育長（有村 孝君） ５件の中には入っていま

せんということでございます。失礼しました。 

○12番（原口政敏君） 入っていないわけですよね。

だけど、教育長、報道にはいろんなことが言われて

おりますよ。タバコの火を押しつけた跡があったと

か報道には出てるんですよ。それを見抜けなかった

教育委員会にも大きな責任があると思う、私は。そ

ういう報道がいっぱい流れておりますがね。今は警

察によって全部は言えないけれども、言うなという

ことですから言いませんけれども、だけど、みんな

ＮＨＫの放送を聞いておりますよ。 

 じゃあ、こうしましょう。福祉課長、あなたに聞

きたいんだけど、この４歳の子どもね、これは福祉

課の担当だっていうから、私は知りませんでしたよ、

小学校まではあなたの担当だって、小学校以上は教

育委員会の担当だってね。だから、この４歳の子ど

ものことについてね、何回指導をされましたか。親

にも指導されましたか、どうなんですか。そこのと

ころを、何月何日ということは警察で支障があるか

らということであなたが言われましたから聞きませ

んけれども、何回ぐらい指導したのか、あるいは教

育委員会も関わった話し合いをした、ケース会議を

したことがあったのかどうかということを、まずお

尋ねいたします。 

○福祉課長（立野美恵子君） 何回この方に指導と

か訪問とかしたのかということですけど、この方に

対して訪問したのは４回であります。 

 また、教育委員会と連携をとった会議を何回した

のかということについては、３回会議をしておりま

す。 

○12番（原口政敏君） ３回してらっしゃるわけで

すね。そこでね、課長、この親にこういうことだか

らという注意をしたことはございますか。 

○福祉課長（立野美恵子君） このことについて、

お母さんには具体的ではないですけど、こういうこ

とをすれば虐待になりますよというのは２回ほどは

しております。 

○12番（原口政敏君） 私の知る範囲内においては

ね、この幼稚園かな、保育園かな、から、先生から

何回も報告はあったと聞いておりますよ。そして、

体に100カ所以上の傷跡があるということを今まで

見過ごしていたのは、私はどっかにこの盲点があっ

たのではなかろうかと思っておりますけどもね、課

長、あなた方は一生懸命したと思っておりますが、

何かもう尐し早くすべき手だてはありませんでした

か。 

○福祉課長（立野美恵子君） 今回の件につきまし

ても、ほかの件につきましてもですけど、事あるご

とに児童相談所に報告をして、相談をして、方向性

を決めてやっておりましたので、その時々ではこの

ことが一番いい方法だろうということで協議をして

進めてきた結果であります。 

○12番（原口政敏君） 今、課長の答弁を聞きます

と、努力はしたということですね。そういうふうに

私は理解はいたしましたが、初めて課長から聞きま

すからね、だから、あなたが全員協議会で言ったこ

とは聞きましたけれども、そのことも警察に支障が

あるから言うなということでございますので言いま

せんが、だけどもう尐しね、私は早く、この子を見

つけて助けられなかったのかなと思っておりますの

で、今後は保育園の先生あるいは幼稚園の先生たち

と綿密に連絡をとって、こういう子どもはいません

かと、私は今以上の努力をしていただきたい。 

 それからね、市長、これは課長もそう長くはいな
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いんですよね、２年ぐらいでどんどん変わっていく

んですよ。だからね、市長、このことは政府も前向

きに動き出しましたよ、虐待について。だからね、

市長、やっぱりこの担当をね、一人ちゃんと決めて

おいて、せめて10年ぐらいはこの担当をしていただ

きたいという、職員の体制もね、市長、考えないか

んと思っていますが、市長の考えはどうですか。政

府はもうそういうふうに動いてるんですよ。今朝、

テレビを見ましたから、私は。どう思われますか。 

○市長（田畑誠一君） 先ほどからお話になってお

られますとおり、本当にいたいけな子どもたち、手

も足も出ない子どもたちが事もあろうに母親から虐

待を受け、また父親から受ける、全国の例で父親が

虐待するのを母親が動画を撮っていると、もう人と

して考えられません。でも、現実にこういうことが

起こっているわけであります。 

 したがいまして、今回の対応については、市とし

て考えられる精いっぱいのことをしてきたつもりで

すけれども、やっぱり至らない点もあったと思いま

すので、しっかり検証して、子どもは何にも言えな

い、武器を何も持たないわけですから、子どもに寄

り添って、子どもをしっかり守っていく手だてを考

えたいと思います。 

 ただ、今、職員の体制のことで10年ぐらい同じ人

を専門にというお話でありましたが、これはまた職

員全体の人事のことになりますので、組織上の問題

でありますので、この場で10年、専門の方をという

ことは言い切れませんけれども、いずれにしても、

先ほど言われましたとおり、行政側と教育委員会側

と、あるいは児童相談所と警察と地域の皆さんと連

携がとれるような体制を今以上に、今回のことを検

証して検討してまいりたいというふうに思っており

ます。 

○12番（原口政敏君） 私はね、この逮捕になる前

に母親を指導して児童相談所やら話し合って、そし

て、この母親を逮捕する前に教育するということも、

また、教育長、あなた方の仕事だと思うんですよ。

間違っていますかね。私はね、この10日のうちに２

回も児童虐待で逮捕者が出たということはかつてな

いことですからね。不名誉なことですよ、教育長。

神村学園の日本一で本当にうれしかったですよ。う

れしかったです。だけど、まさに天国から地獄へ落

ちたというのはこういうことだろうと思う。やっぱ

りね、教育長、一番大事なのは子どもたちの人権だ

と思います。人権、命を守ってやること、これが何

よりも私は教育長としてすべきことだと思っており

ます。 

 今後、教育長、こういうことは三度起こらないと

もわかりませんよ。今後、教育長、この二つの事件

を振り返って、どのような対応をされるか、もう一

回、教育長としての見解をお伺いさせてください。 

○教育長（有村 孝君） 先ほど来ありますように、

本来、子どもが危険にさらされたときに命をかけて

でも守るはずの親が逆に子どもを傷つけ、いや、痛

めつけるという、本市において２件ほどありました、

虐待により逮捕されるというあってはならない事案

が今回起こりましたことに対して、本当に心を痛め

るとともに憤りも感じております。 

 今、議員仰せのとおり、児童虐待の悲惨さは被害

を受けている子どもが助けを求めるといいましょう

か、そういう術さえも奪われてしまうことなのです

よね。虐待を受けている子どもを助けるには、子ど

もたちを取り巻く私ども社会、特に学校あるいは教

育委員会も含めてですけれども、そういったように

子どもを取り巻く関係者の皆さんが一刻も早く気づ

いて救い出すことが何よりも大切だと思います。 

 また、一方では、今、申しましたように、保護者

に対する虐待の加害者といいましょうか、加害者に

対する教育、人間教育、特に人権尊重、虐待という

のは、人権侵害以外の何者でもない、命まで落とす

ということは人権侵害の最たるものだと思っており

ますので、そういうことで、どういう教育をしてい

くかと。一つは社会教育課で今、家庭教育支援事業

というのを８年前からやっております。小学校１、

２年生の保護者、長子、全て家庭訪問をして、子育

ての悩みを聞くといいましょうか、語り合うといい

ましょうか、そういったような情報交換していきま

しょうということで、今、５人の家庭教育指導員の

方々が市内の小学校１、２年生、必ず１回は行きま

しょうとやっているんですが、ただ残念ながら、面
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会ができたのが94％ぐらいということで、まだまだ

不足している面はありますけれども、そういうこと

で私どももやっておりますが、学校での取り組みを

申しますと、学校では先ほど来、学校が一番子ども

とかかわり合う時間が多いし、発見する機会が多い

場であるわけですので、これはもう教職員が気づく

のが当たり前というか、責務でもあるわけでござい

ますので、虐待が疑われる児童については、学校で

は毎朝の健康観察、児童生徒の表情や言動の観察、

あるいは定期的なアンケート、また、教育相談、親

を含めて行いながら見守っております。また、欠席

した場合には必ず安否確認を行っております。 

 そのような対応の中で、虐待のサインが発見され

た場合、管理職から報告を受けた場合は、すぐにス

クールソーシャルワーカーとの連携によって、具体

的な詳細な実態把握を行っております。 

 そして、福祉課や児童相談所、警察等の関係機関

と連携しまして、先ほど福祉課長からもありました

が、必要な関係者だけ集まってケース会議を開くな

どして具体的な対応を協議し、対応できる体制は常

時整えております。 

 一方で、児童虐待というのは家庭内で起こるため

に、周りからなかなか気づかれにくいという特徴も

ございます。また、虐待を受けている子どもは虐待

がひどくなるの恐れたり、野田市の事件でもありま

したけれども、子どもは虐待されていない、いや、

お父さんが好きとかお母さんが好きとか、そういっ

たような、やっぱり虐待がひどくなるのを恐れてい

ると、本当に先ほど申しましたように、訴える術が

ないわけですよね。保護者をかばったりすると。で

すから、みずから虐待を他の人に告げられないとい

うことも御承知のとおりございます。 

 ですから、学校現場でもそうですけれども、児童

虐待は誰の近くでも起こりうるという、先ほど来、

議員がおっしゃっていますように、やっぱり認識を

持って、これからは関係機関との連携を深めながら、

早期発見、早期対応、これに尽きると思います。 

 そのためには、先ほど来おっしゃっていますよう

に、やっぱり関係機関が連携をとりながら、地域社

会を巻き込みながら対応していくと、見守っていく

ということが大事じゃなかろうかなと思います。 

 私どもも教育分野でなすべきことを、またこれか

らも一層、連携体制を整えてやっていきたいと思っ

ております。 

 今回の事件は本当に残念だなと思うところでござ

います。 

○議長（平石耕二君） 原口議員、質問の途中です

が、ここで昼食のため休憩いたします。再開は午後

１時15分といたします。 

             休憩 午後０時03分 

             ───────── 

             再開 午後１時15分 

○議長（平石耕二君） 休憩前に引き続き、会議を

開きます。 

 引き続き、原口議員、質問を行ってください。 

○12番（原口政敏君） 教育長に質問をいたします

が、昨年の９月でしたね、たしか虐待を受けている

子どもさんが５人いるとおっしゃったですね。その

後、この５人の子どもはどのようになっているのか、

その状況についてお聞かせいただきたいと思います。 

○教育長（有村 孝君） 昨年の９月議会の５件の

児童虐待の児童生徒につきましては、その後の対応

についてでありますけれども、９月議会のときの５

件の児童虐待案の内訳は保護者による暴力が２件で

ございました。それから、ネグレクトが３件、育児

放棄ですね、合わせて５件ということでしたが、保

護者の暴力の２件については、１件は他市の児童養

護施設で保護されております。もう１件は警察から

保護者への厳重注意と検察への書類送検が行われて

おります。 

 また、ネグレクトの３件のうち１件は児童相談所

が一時預かりをしているところでございます。続け

ております。 

 ネグレクトの残りの２件につきましては、学校や

福祉課、あるいはスクールソーシャルワーカー等の

指導やサポートによりまして家庭環境の改善が図ら

れまして、２人とも問題なく、今、学校に通ってい

るところでございます。 

 これらの５件の事案につきましては、現在も関係

機関と連携をとりながら見守りを続けていると、そ
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ういう状況でございます。 

○12番（原口政敏君） それぞれ努力をしていると

いうことはわかりましたけれども、今後もケース会

議を開いたり、あるいは見守り活動を続けて、本市

の子どもたちを守っていただきたいということを申

し上げたいと思っております。 

 この項に返りまして最後に市長にお伺いしますが、

この一般質問があと４人いらっしゃるわけでござい

ますけれども、この４人の方が済みましてから、重

大な事件でありますので、最終的には検証委員会等

をつくって徹底的にこの検証しなければならないと

思うんですよ。 

 実はですね、市長、議運長といたしましても、議

会としても、どうしてこうなったのかということを

議運長として、また、議員皆さん方にも諮ろうと思

っておりますが、この検証委員会を開いて今後の対

策をされるという考えはございませんか。 

○市長（田畑誠一君） 先ほど来、御心配をなさっ

ておいでのように、こういったことを繰り返しては

いけないわけであります。子どもが実にかわいそう

であります。 

 したがいまして、市の対応としましては、これま

でのところでは児童相談所とか、それから、関係機

関、警察等とも連携をとりながら対応してまいった

んでありますが、このような事件が起こったわけで

ありますから、とにもかくにもしっかり市としては

この経緯を検証したいというふうに考えております。

そして、それを後に活かしていきたいというふうに

思っております。 

○12番（原口政敏君） せめてもの救いは千葉県の

ような事態にならんでよかったと思うんですよ。そ

のことにつきましては一定の評価はしたいと思いま

すが、引き続き、教育長、我がまちの子どもたちを

守ってくださいということを申し上げまして、この

項は終わりたいと思っております。後は、あと４名

の議員さん方が質問されますので。 

 続きまして、幼児教育の保育の無償化でございま

すが、今回、自由民主党が10月から無償化を打ち出

したですね、市長。認可外のことにつきましてはど

うなのかなと思っております。認可外ですね。この

ことについて、市長、我がまちはどのようにされる

のか、まずお伺いをしたいと思います。 

○福祉課長（立野美恵子君） 本年10月から、主に

３歳から５歳までの全ての子どもたちの幼児教育、

保育を無償化することで国が準備を進めております。 

 中でも、認可外保育施設は、現段階は保育の必要

があり、国の基準を満たす施設を利用する者が無償

化の対象になりますが、５年間は国の基準を満たさ

ない施設であっても無償化の対象とすることとなっ

ております。 

 しかし、その５年間については、市町村が条例で

別の基準を定めることで対象施設をその基準を満た

す施設に限定できることになっております。認可外

保育施設の無償化は行いますが、市町村が定める基

準の具体的な内容はまだ示されておりませんので、

本市が条例で定めるかどうかにつきましては、市内

の保育施設の状況や他市の動向を見ながら検討して

まいりたいと思っております。 

○12番（原口政敏君） おっしゃるとおり、認可外

は地方自治体の条例で定めるんですよね。したがい

まして、５年間は何とか、どういうのが当てはまる

かわかりませんが、無償化になるということですね。

そうですね。はい、わかりました。ぜひ、そういう

ふうにしてもらいたいと思います。 

 続きまして、子育て支援について伺いますが、今、

人口を増やしなさい、増やしなさいと、ある大臣が

老人が悪いのではない、子どもを生まないのが悪い

と言われましたね。あれは総理も悪いんですよ。子

どもを生まないから。まず最初に、内閣総理大臣を

責めないといけない言葉だと思うんですよね。そう

でしょう、子どもがいないから。そうじゃなくて、

私はまず、市長、子どもを育てやすい環境にして、

そのことによって子どもが増えると思うんですよ。

逆な立場で今日は質問をしているんですよ、市長、

わかりますね。子どもを生みなさいっていうのじゃ

なくて、まずお母さんたちが子どもを育てやすい体

制にしてからのことであろうと思っております。 

 そこで、今日、市長に伺いますのは、ファミリー

サポートセンター、子育て支援センターをつくって

いただきたいということを福祉課長にも申し上げた
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わけでございますが、確か太陽保育園が一つありま

すね。そういうのを市長、どんと市につくって、お

母さんたちが安心して子育てができるようなのをつ

くるべきじゃないだろうかということで、今回、こ

の質問をしたわけでございます。 

 このことは市長に考えを伺いますので、副市長は

答弁しなくていいからね。市長との論争ですので、

ぜひ市長の御所見を賜りたいと思います。 

○市長（田畑誠一君） 子育て支援についてであり

ます。 

 人口増対策については、国においても効果的な施

設を模索しており、また、本市においても喫緊の課

題でもあります。 

 このような中、本市の子育て支援に関する事業も

人口増対策の、今おっしゃいました大きな柱の一つ

と考えているところであります。 

 個別の支援事業としましては、ファミリーサポー

トセンターは福祉課内に設置し、保育園などへの送

迎や放課後の一時預かりなど、子育て援助を受けた

い方とその支援を行っていただく方の橋渡しを行い、

育児の支援を行っております。 

 また、子育て支援センターは１カ所であります。

これらの事業は、市来地域に予定している子育て支

援センターにおいて、一体的に行えないものか研究

してまいりたいと考えております。 

○12番（原口政敏君） やっぱり市長が今、答弁さ

れたように、一体的なものをつくることによって、

また、お母さんたちの子育てもしやすくなると思う

んですよ。ぜひ、今後は、市長、そういうところに

財源を使っていただきたいなと思っております。 

 市長がその考えがあるということでございますの

で、その計画を一日も早く実現されることを申し添

えまして、この項を終わりたいと思います。 

 続きまして、水道の民営化について伺いますが、

コンセッション方式導入でございますが、いわゆる

水道を民営化するちゅうことですよね。これも政府

が打ち出したですね。市長、我が町まちはどうされ

るんですか。今、市民が水道をいけんしやっとなち、

株式会社にしやっとなっていう意見があるんですよ。

どうされるのか、これも市長の御所見を伺いたいと

思います。 

○市長（田畑誠一君） 水道事業におけるコンセッ

ション方式の導入についてお尋ねであります。 

 本市水道事業では、現在、日ごろの水道施設の運

転管理業務及び水質検査業務等について一部委託を

導入し、民間の知識、技術を活用した事業を運営し

ているところであります。 

 今回、水道法の改正により、自治体が水道施設を

保有したまま事業の運営権を民間に委ねるコンセッ

ション方式が官民連携の選択肢の一つとして導入で

きることになりました。全国では宮城県を初めとし

た事業体で導入の動きがあります。 

 しかしながら、利益を追求する民間の経営手法に

よる料金への反映、サービスの質の低下、災害時の

対応、実際、海外では再公営化の事例がいっぱいあ

ります。 

 したがいまして、まだまだ本制度について見定め

る必要が十分あると私は考えております。 

 したがいまして、現時点でコンセッション方式に

よる民間委託の導入は考えておりません。 

○12番（原口政敏君） 市長の答弁で安心したわけ

でございますが、一番大事な飲み水ですよね。この

前もどこでしたかね、民間にして、水が出なかった

ですね。そういう問題も発生しておりますので、損

得は別にして、水道はもう市でするんだという強い

意思でもっていっていただきたいとこのように考え

ております。 

 では、最後の質問でございますが、大里川の拡幅

について質問をいたします。 

 たしか川单のほ場整備が済んだら大里川も拡幅を

やりましょうということで、このほ場整備に参加し

た人も尐なくないんですよね。私もその一人でござ

います。 

 川が大きくなるんだったらしようというつもりで、

私は農業をしなくていいわけですから、別にほ場整

備はしなくていいんですよ。だけど、川单地区で一

番心配なのは大里川の決壊なんですよね。だから、

そのことがあるから、皆さんがほ場整備をされたと

思います。 

 したがいまして、この前も土木課に言いましたが、
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もう決壊したところもあるんですよね。危ないとこ

ろがあるんですよ、川で。私が毎朝、大里川を散歩

しておりますとね、一日一日崩れてきて、土木課長

に行って見てもらいましたが、本当に危険な状態な

んです。だから、一日も早く大里川の拡幅を県に要

請してもらえませんかね。市長にお願いをいたしま

す。 

○市長（田畑誠一君） 河川管理者である県におき

まして、これまでに川单地区のほ場整備の創設非農

用地換地により事業用地を確保した区間、約1,600

メートルで築堤等を進めている状況であります。 

 川单地区のほ場整備区間につきましては、平成29

年度までに370メートルの築堤工事を行い、本年２

月に約560メートルを発注したところであります。 

 今後も御要望ございますとおり、引き続き、河川

改修の早期完成を国、県に強く要望してまいります。 

○12番（原口政敏君） 市来中学校の前の河川は拡

幅はしているんですよね。したがいまして、あれが

済みましたら、今度は上流のほうから拡幅していた

だくように、これは県の事業ですので、市長がみず

から行って要請していただきますことを強く申し上

げまして、私の全ての質問を終わりますが、最後に、

教育長、私たちの子どもたちが笑顔で生活できるよ

うな体制を、大変でしょうけれども、つくられるこ

とを切に申し上げまして、全ての質問を終わります。 

○議長（平石耕二君） 以上で本日の日程は終了し

ました。 

────────────── 

   △散  会 

○議長（平石耕二君） 本日はこれで散会します。 

         散会 午後１時32分 

 


